
標準給与月額・掛金の推移

最 低 額 最 高 額 最低額 最高額

西暦  1等級 17等級 S32

1957. 4. 1 　　 3,000 　　32,000 90 900 30/1,000 ･退職共済金の給付は加入期間

　契約者12/1,000  ６か月以上の加入者を対象

23等級 　加入者18/1,000

1962. 4. 1 　　50,000 1,500

28等級

1967. 4. 1 　　70,000 2,100

1969. 4. 1 132 3,080 44/1,000

　契約者22/1,000

　加入者22/1,000

1971.10. 1 　　10,000 　 100,000 440 4,400 S46.10月～

･標準給与月額の改正を実施

 

1974.10. 1 480 4,800 48/1,000 S49.10月～

　契約者24/1,000 ･退職共済金の算定対象期間

　加入者24/1,000  全加入期間→退職前５年間

･退職共済金の給付は加入期間

24等級  12か月以上の加入者が対象

1978.10. 1 　　30,000 　 140,000 1,440 6,728 S53.10月～

･退職共済金の算定対象期間

1979.10. 1 　　33,000 　 150,000 1,548 7,200  退職前５年間→退職前３か月間

24等級 ･標準給与月額の改正を実施

1980.10. 1 　　36,000 　 160,000 1,728 7,680 ※標準給与月額の等級の変動は

22等級 　本改正時に限り２等級以内の昇

1986.10. 1 　　45,000 　 170,000 2,160 8,160 　級を認め、次年度以降は１等級

　の昇級とする

 1990.10. 1　　48,000 　 180,000 2,304 8,640

 1991.10. 1　　52,000 　 190,000 2,496 9,120

 1995.10. 1　　56,000 　 200,000 2,688 9,600

27等級

1998.10. 1 　　56,000 　 300,000 2,464 13,200 44/1,000 Ｈ10.10月～

　契約者22/1,000 ･共済会規程の一部改正

　加入者22/1,000 ･退職共済金の算定対象期間

 退職前３か月間→全加入期間

※標準給与月額の等級変動の

　制限なし

2003.10. 1 2,576 13,800 46/1,000 Ｈ15.10月～

　契約者23/1,000 ･共済会規程の一部改正

　加入者23/1,000

備　　考
標準給与月額 納付掛金

年 月 日 掛 金 割 合


